
基本計画 豊島区教育大綱

豊島区では、これまで豊島区教育振興基本計画（「豊島区教育ビジョン」）を定めており、掲げる目標や方針が教

育大綱に該当すると判断し、「豊島区教育ビジョン」を「豊島区教育大綱」として位置づけてきました。

しかし、区政において極めて重要な柱である「教育」について、民意を代表する区長として目指すべき方針を教育

委員会と協議の上、区民の皆様にお示しする必要があると考え、新たに「豊島区教育大綱」を策定しました。

本大綱では、「未来を切り拓く　笑顔で元気な“としまっ子”が育つまち」を目指すまちの姿とし、「元気でたくまし

く、個性や能力を伸ばしていける子ども」、「人とのつながりを大切にし、ともに支え合う子ども」、「多様な体験

を通して、豊かな心を育む子ども」、「地域に育まれ、地域を愛する子ども」を、目指す子どもの姿として掲げ、そ

の実現のために４つの方針と15の具体的な取組みで構成されています。

本大綱は、区の教育施策の基本理念や施策の根本的な方針を定めるもので、「豊島区基本構想」を踏まえ、「豊島

区基本計画」や他の分野別計画と整合を図っています。　

本大綱をもとに、区長部局と教育委員会が相互に連携・協力することで、より効果的に教育行政を推進してまいり

ます。

豊島区は、平成15（2003）年3月に、区政運営の最高指針として「豊島区基本構想」を策定（平成27（2015）

年3月改定）し、「目指すべき将来像」を掲げました。

この将来像の実現に向けて、平成28（2016）年、区の最上位計画である「豊島区基本計画」を策定（令和4

（2022）年3月改定）し、必要な施策と取組方針等を分野別に体系化して示し、着実に歩みを進めてきました。

社会経済状況の変化が加速する中、基本構想の計画期間をこれまでの四半世紀から10年に、基本計画の計画期間を

10年から5年に短縮することにより、区が進むべき方向性を明確にしつつ、区民ニーズを的確に捉え、変化にも柔軟

に対応できる区政運営を実現することを目的として、基本構想及び基本計画の見直しを行いました。

基本構想全体を貫く基本的な考え方である「3つの理念」と、政策分野ごとの「7つのまちづくりの方向性」を踏ま

え、区民の皆様とともに、区民目線でのまちづくりを進めます。

学校、家庭、地域、関係機関等が連携して、すべての子どもの学びを支え、
「元気でたくましく、個性や能力を伸ばしていける子ども」「人とのつなが
りを大切にし、ともに支え合う子ども」「多様な体験を通して、豊かな心を
育む子ども」「地域に育まれ、地域を愛する子ども」を育てます。
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